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観 観 産 第 137号
平成 24年 6月 29日

都道府県知事 殿

観光庁長

「輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイ ドライン」

の周知について

標記に関し、自動車局長より旅行業者に対する周知について、協力依頼がまいり

ましたので、別添写しのとおり、 (―社)日本旅行業協会会長、 (社)全国旅行業協

会会長、高速ツアーバス連絡協議会会長に対し周知を要請したところですが、旅行業

協会非加盟の第 2種旅行業者、第3種旅行業者及び旅行業者代理業者に対して周知を

お願いいたします。



輸送の安全を確保するための

貸切バス選定 ・利用ガイ ドライン

平成 24年 6月 29日

国土交通省自動車局
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1.本 ガイ ドライ ン策定 の背景及 び 目的

(背景 )

貸切バスについては、平成 12年 2月 から実施 された需給調整規制の撤廃

以降、事業者数や中・小型車を中心 とする車両数が増加 し、極めて競争の激

しい産業となっています。その中にあつても、関係法令の遵守 と安全運行の

確保は一義的には貸切バス事業者の責務ですが、国土交通省による重点監査

の結果等によると、運転者の指導 ・監督が不適切であつたり、車両の点検整

備がなされていなかった りするなど安全対策が十分でない事業者が確認 され

ているほか、車両の老朽化が進む状況にあります。

このような状況を招 く背景 として、旅行業者、地方自治体、学校関係者等

の貸切バス利用者の側において、貸切バスの安全運行を確保する上で必要に

なる事項やそれに要するコス ト等に対する十分な理解の不足ないし無関心が

あるのではないかとの指摘や貸切バス事業者の側にも安全性確保の必要に関

するアピールが不足 しているとの指摘があります。

このため、安全運行の確保等に必要 となる留意点を明らかにし、利用者が

貸切バス事業者と契約する際に、安全に関するそれらの事項に対する十分な

配慮 を求めることにより、安全をより確実にするため、貸切バス選定 ・利用

ガイ ドラインを作成することとしま した。

本年 4月 29日 に関越自動車道で発生 した高速ツアーバス事故は、貸切バ

スの安全運行を確保するため関係者が一丸となって対策に取 り組む必要性が

再確認 されま した。

本ガイ ドラインは、安全な貸切バスを選定 ・利用する際のポイン トを示 し

ていますので、利用者の方々がこれを踏まえ安全性を重視 して貸切バス事業

者を選定 していただくことを期待 します。

(目 的 )

(1)旅行業者、地方自治体、学校関係者等の利用者に貸切バス事業者の選定

に際 して、運行の安全面のポイン トを分か りやす く示すことにより、単純

な価格比較のみで選ぶのではな く、より安全にも留意 した選定を促すこと。

(2)貸切バスの利用者に対 して、安全運行の確保のために必要な行程作成や

契約上の留意点への理解 と十分な配慮を求めることにより、安全をより確

実にすること。



(3)安全や利用者サー ビスの向上に意欲的に取 り組んでいる貸切バス事業者

が利用者に選択されることを促進すること。

2.本ガイ ドラインの見直 し

本ガイ ドラインは、今後の規制の見直 しや関係者 ・利用者の意見等を踏ま

え、随時改訂を行 うものとします。

-4-



選機贔憑兆ス鱚来躙褥巫蛯贔ン411閻 ∫こついて

1.貸切バス事業者の選定に関する留意点

(1)事業許可

貸切バス事業は、地方運輸局長又は沖縄総合事務所長から「一般貸切旅客

自動車運送事業」の許可を受けなければ経営できません。貸切バス事業者ご

とに許可番号があり、使用 される貸切バス車両には事業用の緑ナンバーが付

いています。 この許可を受けた者であるか否かについては、最寄の地方運輸

局・運輸支局 ・沖縄総合事務局で確認することができます。

(2)営業区域

貸切バス事業者は、輸送の安全を確保する目的から、道路運送法第 20条

において「発地及び着地のいずれもがその営業区域外に存する旅客の運送を

してはならない」と定められており、貸切バス事業者を選定する際には、ま

ず選定の対象とする貸切バス事業者の営業区域に運行の発地又は着地のい

ずれかが含まれていることを確認 しなければな りません。貸切バス事業者に

営業区域を確認 して ください。 (最寄の地方運輸局・運輸支局・沖縄総合事

務局でも確認できます。 )

なお、ここでいう発地及び着地は、実際に旅客が乗車 した区間に係るもの

ですので注意が必要です。

(3)サー ビスの安全性等を判断する上で参考 となる情報

貸切バス事業者の選定については、ともすると価格中心の選定とな りがち

ですが、利用者の生命・身体の安全確保は何よりも優先されるべきものであ

り、単純な価格比較にとどまらず、安全性を評価 した選定が望まれます。安

全性など貸切バス事業者 を選定する際の評価要素 として参考 となる情報に

は、次のものがあります。

① 国土交通省の行政処分情報 (ネ ガティブ情報の公開 )

各地方運輸局長等が貸切バスなどの自動車運送事業者に対 して行つた行

政処分を定期的にとりまとめたもので、事業の健全な発達及び輸送の安全

確保を図るため、バス、タクシー、 トラックを利用する際の事業者選択の

参考情報として、過去 3年間の行政処分状況を公表 しています。

∪RL:http://www mlt goip/i dOSha/anzen/03puη ishment/cgi― bn/search cgi
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② 任意保険 ・共済の加入状況

貸切バス事業者は、自賠責保険・共済に加え、対人 8,000万 円以上、

対物 200万 円以上の任意保険・共済契約を締結 していなければなりませ

ん。選定の対象とする貸切バス事業者に、締結 している任意保険・共済契

約の内容 (例 、 「対人無制限」等)を確認 して ください。

※旅客自動車運送事業運輸規則第 19条の 2、 「旅客自動車運送事業者が

事業用自動車の運行により生 じた旅客その他の生命、身体又は財産の損

害を賠償するために講 じてお くべき措置の基準を定める告示」参照。

③ 貸切バス事業者安全性評価認定制度 (セ ーフティバス)

日本バス協会が、貸切バス事業者の安全性や安全の確保に向けた取組状

況を点数化 して評価 し、☆の数 (最高☆☆☆)で認定・公表 しているもの

で、主な評価項 目は次のとお りです。なお、認定は 2年間の更新制です。

【主な評価項 目】

○安全性に対する取組状況

・アルコールチェッカーを使用 した厳正な点呼

・定期的な運転者教育の実施

・運転者の労働時間遵守  等

○事故及び行政処分の状況

・過去 2年間に加害責任のある死傷事故を発生させていないこと

・過去 1年間に加害責任のある転覆事故等を発生させていないこと

・行政処分の状況 (累積点数) 等

○安全マネジメン ト取組状況

・輸送の安全確保の責任体制

・安全方針の策定と全従業員への周知徹底

・安全に対する会社挙げての取組み 等

∪RL:http://wWW bus orip/safety/index htm(日 本バス協会HP)

:http://wwW mlit go ip/i dosha/idOsha tk3 000043 html(国土交通省HP)

④ 国土交通省の公表する「高速ツアーバス運行事業者 リス ト」

利用者 ・旅行業者が高速ツアーバスを利用 ・企画 しようとする際に安全

な貸切バスの選択に役立つ情報を提供するため、貸切バス事業者のうち今

夏の多客期以降に高速ツアーバスを運行する意向のある者 (以下 「高速ツ

アーバス事業者」といいます。)に ついて、国土交通省が次の事項を整理

して公表 しています。
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【記載項目】

・貸切バス事業者の概要 (名 称、保有車両数等 )

・安全に関する自主的取組状況 (安 全マネジメン ト評価等 )

・最近の監査において確認 した、運行の安全の確保の観点から重大ま

たは悪質な法令違反の有無

∪RL :httpi//www mlit go」 p/」 ldosha/tOur― bus html

⑤ 安全マネジメン ト評価

全ての運輸事業者は、輸送の安全の確保が最 も重要であることを自覚 し

て、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければなりません。これに対 して

、国や国の認定を受けた第三者機関が運輸事業者の経営管理部門を対象と

して、安全管理体制の実際の運用状況の確認、安全管理体制の更なる改善

等に向けたきめ細かな助言を行 うものが安全マネジメン ト評価です。国の

評価はバス事業者については安全管理規程を定める義務を有する保有車両

数 200両 以上の事業者が対象 とな ります。

以下は評価視点の一例です。

・輸送の安全に関する方針、目標が設定されているか

・ヒヤリ・ハッ ト情報を含む事故等に関する情報を、全社的かつ体系

的に収集 し、活用する仕組みと体制が構築 されているか

・内部監査の仕組みと体制が構築され、機能 しているか

・安全管理体制の見直 しのための仕組み (PDCA)と 体制が構築され、

機能 しているか

高速ツアーバス運行事業者の評価の有無は、下記∪RLを確認 して下さ

い 。

URL:http://WwW miit go Jp/JidOSha/tour― bus html

高速ツアーバス運行事業者以外の評価の有無は、選定の対象 とする貸切

バス事業者に確認 して ください。

⑥ デジタル式運行記録計及び ドライブレコーダーの導入状況

デジタル式運行記録計とは、車両の運行に係る速度・時間・距離等を記

録する装置で、 ドライバーが法定速度、休憩時間などを遵守 しているか否

かを容易に確認でき、事故防止等の安全管理に用いることができます。

ドライブレコーダーとは、事故やニアミスなどにより急ブレーキ等の衝

撃を受けた際に、その前後の映像 とともに、加速度、ブレーキ、ウインカ

ー等の走行データを記録する装置で、事故等の映像を利用 して乗務員の安
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全教育へ活用できます。

選定の対象とする貸切バス事業者に、装置の導入状況を確認 して くださ

い 。

∪RL:http://www mltgoip/i dOsha/‐ anzen/03driverec/dlg tacho html(テ
゛
シ
゛
タコとは?)

:httpブ /www mlit go ip/ildosha/anzen/03dr verec/dorareco html(ド ラレコとは?)

⑦ 先進安全自動車 (ASV)の 導入状況

先進安全自動車 (ASV)と は、先進技術を利用 して ドライバーの安全

運転を支援するシステムを搭載 した自動車で、実用化された代表的な技術

は次の通 りです。選定の対象とする貸切バス事業者に導入状況を確認 して

ください。

【技術項目】

・衝突被害軽減ブレーキ

・ACC(Adaptlve Cru se Control)

・レーンキープアシス ト

・ら、らつき警報

・ESC (Eletronic Stabillty Control)

・ABS(ア ンチロック・ブレーキ・システム)付 コンビブレーキ

∪RL:http://www mltgoip/1dosha/anzen/01asV/index html(ASVと は?)

③  グリーン経営認証

交通エコロジー・モビリティ財団がグリーン経営 (環境負荷の少ない事

業運営)推進マニュアルに基づく一定 レベル以上の事業者の環境改善の努

力を認証 ・登録するものです。主なチェック項 目は次のとおりです。

【チェック項 目】

・環境保全のための仕組み・体制の整備

・エコ ドライブの実施

・低公害車の導入

・自動車の点検 ・整備

・廃棄物の適正処理およびリサイクルの推進

・管理部門 (事務所)に おける環境保全の推進

∪RL:http://www green― m ip/
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2.行程検討の際の留意点

○ 安全に配慮 した無理のない行程の作成

旅行の行程は、貸切バスの運行速度、運転者の運転時間や休憩時間等を決

定するものであり、法定速度の遵守や過労運転防止等の観点から輸送の安全

に直結するものです。 このため、旅行業者など自ら行程を作成する方は次の

事項をチェックし、運転者の休憩や交替運転者の配置等を検討 して安全に配

慮 した無理のない行程を組むことが大切です。

また、行程の作成に不案内な利用者の方は、貸切バス事業者が利用者の意

向を聴いて具体的な行程を提示することになりますので、よく確認 してくだ

さい。

いずれの場合も、事前の経路調査や道路の混雑状況等を踏まえ、貸切バス

事業者から行程の変更を求められることがありますので、貸切バス事業者 と

の事前の打合せを十分に行 うことが必要です。

具体的には、以下のように決まつて行きます。

① 予定走行距離

予定される実車走行距離 (旅客の最初の乗車から最後の降車までの間に

走行する距離)と 休憩地点までの距離を把握する必要があります。

② 見込まれる運行速度

法定速度を遵守するのはもちろんのこと、経路となる道路の旅行日に見

込まれる混雑状況や道路工事などによる規制の有無を把握する必要があり

ます。

③ 運転時間・休憩時間等

・運転者の連続運転は、 4時間が限度です。運転開始後4時間以内 (又 は4

時間経過直後)に運転を中断 して30分以上の休憩等を確保 しなければな

りません (少 なくとも1回 につき10分以上として、分害|す ることも可能

)。

・ 1日 の運転時間は、 2日 (始業時刻から起算 して48時間)平均で 9時間

が限度です。

・ 1日 の拘束時間 (始業時刻から終業時刻までの時間)は、 13時 間以内が

基本です (延長の場合も16時間が限度)。

・翌日の始業まで、原則として 8時間以上空けなければな りません。

※「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」参照



④ 運転者の休憩場所や車両の駐停車場所の確保

・運転者に十分な休憩を与えるとともに、利用者の安全な乗降や道路交通の

安全性・円滑性の確保のために必要です。

⑤ 交替運転者の要否

・安全な運行を確保するためには、 2名 乗務・途中交替など交替運転者の配

置が必要となる場合があります。上記①～④までの事項を考慮 し、行程に

おける交替運転者の必要性を検討 してください。

⑥ バスガイ ド (車掌)の要否

・観光ガイ ドとしてのサービスを希望する場合のほか、運行経路において、

他の車両等と安全にすれ違うことができない区間がある場合等に車掌の乗

務が義務付けられる場合があります。

※旅客自動車運送事業運輸規則第 15条参照

以上の点について、貸切バス事業者とよく相談 して決めてください。
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3.運送契約に関する留意点

(1)運送約款

貸切バス事業者は、あらか じめ運送契約の内容を定めておき、そこに定

めるところによって画―的に運送の引受けに応 じる仕組みになっており、

このあらか じめ定めた契約の内容が運送約款です。運送契約の当事者が契

約を結ぶ際、特に約款によらないという意思表示をしない限 りは、たとえ

契約の当事者が運送約款の個々の条項を知 らなかったとしても、その契約

は、運送約款によって成立 したことにな ります。

国が示 した標準運送約款においては、運送申込書による旅客の運送申込

みを受け、貸切バス事業者が運送申込書記載事項に運賃及び料金に関する

事項等を加えた運送引受書 (乗車券)を契約責任者 (貸切バス事業者と運

送契約を結ぶ者)に交付 したときに契約が成立すること等、運送契約の基

本的な内容が規定されています。

【標準運送約款に規定されている主な事項】

① 運送の申込み

旅客の運送を申し込む者は、次の事項を記載 した運送申込書を提出しな

ければな りません。

・貸切バス事業者と運送契約を結ぶ者 (契約責任者)の氏名・名称、住所

及び連絡先

・乗車申込人員

・乗車定員別又は車種別の車両数

・配車の日時及び場所

・旅行の日程 (出 発時刻、終着時亥1、 目的地、主たる経過地、宿泊又は待

機を要する場合はその旨、その他車両の運行に関連するもの)

・運賃の支払方法 等

② 運送契約の成立

運送契約は、運送申込書記載事項に運賃及び料金に関する事項等を加え

た運送引受書 (乗車券)を貸切バス事業者が契約責任者に交付 したときに

成立 します。

③ 運送契約の内容の変更

運送契約の成立後、契約責任者が運送申込書の記載事項を変更 しようと

するときは、あらか じめ書面により貸切バス事業者の承諾を求めなければ
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なりません。

④ 運賃及び料金

貸切バス事業者が収受する運賃及び料金は、乗車時において地方運輸局

長に届け出て実施 しているものによります。

⑤ 違約料

契約責任者の都合により運送契約を解除するときは、次の区分により違

約料を支払 うことにな ります。

・配車 日の 14日 前から8日 前まで … 所定の運賃・料金の20%
・配車日の 7日前から配車 日時の … 所定の運賃・料金の 30%
24時間前まで

・配車 日時の24時間前以降    … 所定の運賃 ・料金の 50%

(2)事故・故障等緊急時の対応について

契約責任者の緊急連絡先は運送申込書に記載 し、貸切バス事業者の緊急

連絡先は運送引受書に記載することとしてお り、万が一事故等が発生 した

場合に備え、必ず確認 しておくことが大切です。
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4.貸切バスの調達に係る入札等における留意点

(1)運賃及び料金

貸切バスの運賃及び料金については、制度上乗車時において地方運輸局

長に届け出て実施 しているものによることが求められます。従つて、調達

予定価格や契約価格は地方運輸局への届出を前提 とした運賃及び料金であ

ることに注意 して ください。

(2)入札等の契約方法

公共機関の契約は、予定価格の範囲内で最低価格をもって申込みをした

者を契約の相手方とする―般競争入札が基本とされていますが、利用者の

生命・身体の安全を確保するため、貸切バスの調達については、安全性等

も考慮 した選定方法を検討する必要があります。

【総合的に評価する際の評価項目及び評価要素】

○運行の安全性

・国土交通省による行政処分の状況

・重大事故発生の状況 (重大事故 とは自動車事故報告規則第 2条に規定す

る死者又は重傷者を生 じた事故等です。 )

・貸切バス事業者安全性評価認定 (セ ーフテイバス)

・安全マネジメン トの導入状況  等

○緊急時の対応能力

・事故・災害発生時の体制 (連絡体制を含む)

・事故に係る損害賠償能力 (任意保険の加入状況 )

・予備車両の状況  等

○その他

・苦情処理体制

・グリーン経営認証

・低公害車の導入状況  等
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澱緻参考

○旅客 自動車運送事業運輸規則 (抜粋 )

(車掌の乗務 )

第十五条 一般乗合旅客自動車運送事業者、一般貸切旅客自動車運送事業者及

び特定旅客自動車運送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、事

業用自動車 (乗車定員十一人以上のものに限る。)に車掌を乗務させなければ、

これを旅客の運送の用に供 してはならない。ただ し、天災その他やむを得ない

理由のある場合はこの限 りでない。

一  車掌を乗務させないで運行することを目的とした旅客自動車運送事業用

自動車 (被牽引自動車を除 く。)で あつて道路運送車両の保安基準 (昭 和二十

六年運輸省令第六十七号)第五十条の告示で定める基準に適合 していないもの

を旅客の運送の用に供するとき。

二  車掌を乗務させなければ道路及び交通の状況並びに輸送の状態により運

転上危険があるとき。

三  旅客の利便を著 しく阻害するおそれがあるとき。

(損害 を賠償するための措置 )

第十九条の二 旅客自動車運送事業者は、事業用 自動車の運行により生 じた

旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害 を賠償するための措置であつ

て、国土交通大臣が告示で定める基準 に適合するものを講 じておかなければ

ならない。

○旅客 自動車運送事業者が事業用 自動車の運行によ り生 じた旅客その他の

者の生命、身体又は財産の損害 を賠償するために講 じてお くべき措置の基準

を定める告示 (抜粋 )

旅客自動車運送事業運輸規則 (昭 和三十一年運輸省令第四十四号)第十九

条の二の告示で定める基準は、次のいずれかの基準 とする。

一 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法 (平成七

年法律第百五号)に 基づき損害賠償責任保険を営むことができる者 と締結 し

ていること。ただ し、地方公共団体が経営する企業が旅客自動車運送事業者

である場合を除 く。

イ 事業用 自動車の運行によ り生 じた旅客その他の者の生命又は身体の損

害を賠償することによつて生ずる損失にあつては、生命又は身体の損害 を受

けた者一人につき八千万円以上 を限度額 と しててん補することを内容 とす
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るものであること。

口 事業用 自動車の運行により生 じた旅客その他の者の財産 (当 該事業用 自

動車 を除 く。)の 損害を賠償することによつて生ずる損失にあっては、一事

故につき三百万円以上 を限度額 としててん補す ることを内容 とするもので

あること。

ハ～ 卜 (略 )

二 (略 )
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